
保健だより こども支援課　☎0738-52-5033
FAX０７３８-52-5108

花粉症シーズン到来！
今から始める予防と対策で春を快適に迎えましょう
■ 花粉症とは？
　花粉症は、スギやヒノキなどの花粉が体内に入ることで、体が過剰に免
疫反応を起こし、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみなどが起こるア
レルギーの一種です。
　これまで症状がなかった方でも、突然発症する可能性があります。

■ 医療機関での治療
市販薬で改善する場合もありますが、症状が強いときは我慢せず耳鼻科・アレルギー科を受診しましょう。
鼻炎薬、点鼻薬、抗ヒスタミン薬など、体質や症状に合った治療があります。
毎年花粉症の症状が出る方は、本格的な花粉飛散前や症状がごく軽い時期からお薬の使用を始めることで、シー
ズン中の症状悪化を防ぐことができます。

くしゃみや水っぽい
鼻水、鼻づまり、
目のかゆみ・充血・
涙、のどの違和感、
咳、全身のだるさ、
集中力の低下などの
症状があります

■ 花粉の飛散はいつから？
花粉の種類によって飛散時期が異なり、1月中旬から飛散が始まるものもあります。
スギ花粉：２～３月がピーク　ヒノキ花粉：３～４月がピーク
昼前後と夕方に多く飛散し、
①晴れて気温が高い日　②空気が乾燥して風が強い日　③雨上がりの翌日などに、
特に多くなります。

花粉飛散予測についての情報（気象庁ホームページ）は、
こちらから⇒

■ 家庭でできる花粉対策　
花粉を「避ける、室内に持ち込まない、取り除く」がポイント！

【花粉を避ける】
　顔にフィットするマスク・眼鏡を装着する。
　花粉が多い日はなるべく外出を避ける。

【花粉を取り除く】
　花粉の少ない時間帯（朝や夜など）に換気や掃除を行う。
　掃除は、花粉が舞いにくいように、湿った雑巾やモップを
使用する。
　空気清浄機を活用する。

【花粉を室内に持ち込まない】
　花粉がつきにくい服（ツルツルした素材）
を選び、露出の少ない服装を心がける。
　衣服に付いた花粉を払ってから入室する。
　帰宅後は手洗い・洗顔・うがいをする。
　洗濯物や布団の外干しを控える。

「花粉症対策　スギ花粉症について日常生活でできること」
厚生労働省・環境省作成リーフレット（2024年１月）は、こちらから⇒

「政府の花粉症対策３本柱　効果的な対策のために」
政府の花粉症対策（政府広報オンライン）については、こちらから⇒

次の申告は、市役所で受付できません。御坊税務署での申告か、ご自宅からのe-Tax申告をご利用ください。
● 営業等、農業、不動産、業務所得の収支内訳書がある方の所得税申告
● 青色申告
● 消費税申告
● 分離課税所得（退職所得、土地・建物・株式の譲渡、配当、先物取引など）の申告
● 住宅関連、寄附金（ふるさと納税など）関係の控除申告
● 雑損控除の申告
● 総合課税の配当所得の申告
● 60歳未満（昭和41年1月2日生まれ以降）の方の所得税申告

市役所税務課による申告相談について
市役所での申告相談は事前の予約が必要です

御坊税務署からのお知らせ　～御坊税務署の確定申告会場について～
♦開設期間　２月16日（月）～３月16日（月）９時～16時（閉庁日を除く）
　　　　　　※確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、
　　　　　　　LINEで事前発行するほか、会場で当日配布しますが、なくなり次第終了です。
　　　　　　　LINEの友だち登録は右の二次元コードから行ってください。
♦問い合わせ　御坊税務署　☎0738-22-0695

円滑な会場運営のためのお願い　～予約時間には遅れないようにお越しください～
　収支内訳書（営業・農業・不動産所得等のある方）、医療費控除明細書は、ご自身で作成してご持参ください。
作成されていないと申告の受付ができません（会場での代行作成は行いません）。
　収支内訳書、医療費控除明細書の用紙が必要な方は郵送しますので、市役所税務課までご連絡ください。
※申告相談と通常の窓口業務を並行して行いますので、窓口の混雑状況によっては、お待ちいただく場合があります。

税務課　☎0738-23-5504
FAX０７３８-24-2890

予約受付は電話
またはWebのみ
です。

予約せずに当日会場に来られても、申告相談を受けることができませんのでご注意ください。

♦予約開始日時　２月６日（金）８時30分～
♦予約方法　①電話　0738-23-5504　８時30分～17時15分（平日のみ）
　　　　　　※予約のキャンセル・変更は電話のみ可能です。
　　　　　　②Web　・パソコンからの予約　https://logoform.jp/form/eUsp/1317485
　　　 　　　　　　　　・スマホからの予約
　　　　　　
♦申告相談場所　市役所 ２階 税務課窓口
♦申告日時　２月16日（月）～３月13日（金）（土・日・祝日は除く）

時間帯は下記から選んでください。
午前の部　① ９：00　② ９：30　③10：00　④10：30　⑤11：00　⑥11：30
午後の部　①13：30　②14：00　③14：30　④15：00　⑤15：30
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